
全世代型健保法案の概要

　
Ｗ
Ｂ
Ｃ

（
ワ
ー
ル
ド

ベ
ー
ス
ボ
ー

ル
ク
ラ
シ
ッ

ク
）
に
日
本
中
が
沸
い
て
い

る
。
侍
ジ
ャ
パ
ン
は
期
待
に
応

え
、
4
戦
全
勝
で
プ
ー
ル
Ｂ
を

突
破
し
た
。ベ
テ
ラ
ン
、若
手
、

投
打
の
連
携
が
見
事
に
か
み

合
っ
た
快
進
撃
で
あ
る
▼
我
々

医
療
の
世
界
に
お
い
て
も
、
連

携
の
大
切
さ
は
こ
と
あ
る
ご
と

に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
多
職
種

連
携
の
大
切
さ
は
身
を
も
っ
て

感
じ
て
い
る
が
、
個
々
の
ケ
ー

ス
に
お
い
て
は
ま
だ
ま
だ
首
を

か
し
げ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
に

遭
遇
す
る
▼
最
近
経
験
し
た
一

例
。
あ
る
日
、
一
通
の
Ｆ
Ａ
Ｘ

が
届
い
た
。
地
域
の
病
院
の
医

療
連
携
室
か
ら
患
者
の
診
療
を

依
頼
す
る
も
の
。
既
製
の
送
信

用
紙
に
主
治
医
か
ら
の
情
報
提

供
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た
。
当

院
受
診
歴
は
な
く
、
文
面
か
ら

は
在
宅
医
療
を
依
頼
す
る
も
の

と
読
み
取
れ
た
が
、
内
服
処
方

以
外
の
デ
ー
タ
は
皆
無
。
ど
う

動
け
ば
良
い
の
か
悩
ん
で
し

ま
っ
た
。
数
日
待
っ
た
が
続
報

は
な
く
、
ご
家
族
か
ら
も
何
の

連
絡
も
な
い
。
住
宅
地
図
で
患

者
宅
の
位
置
を
確
か
め
、
電
話

を
入
れ
て
取
り
あ
え
ず
往
診
し

て
み
た
。
患
者
の
状
態
は
落
ち

着
い
て
い
て
ホ
ッ
と
一
息
。
ご

家
族
曰
く
「
病
院
か
ら
は
、
ま

あ
来
て
も
ら
え
る
ま
で
1
カ
月

く
ら
い
か
か
る
だ
ろ
う
か
ら
と

言
わ
れ
て
い
た
の
に
、
こ
ん
な

に
早
く
」。
同
行
し
た
看
護
師

と
顔
を
見
合
わ
せ
て
苦
笑
い
…

▼
Ｉ
Ｔ
全
盛
の
世
の
中
と
い
え

ど
、「
人
間
同
士
の
お
付
き
合

い
が
医
療
の
根
幹
で
は
」
な
ど

と
呟
く
の
は
、
化
石
の
域
に
踏

み
込
ん
で
い
る
証
な
の
だ
ろ
う

か
？ 

（
呑
鉄
童
）

　
10
月
か
ら
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
が
始

ま
る
が
、
ま
ず
消

費
税
の
仕
組
み
を

簡
単
に
説
明
す

る
。
あ
る
商
品
を

Ａ
社
が
Ｂ
卸
に
6
6
0
円
で
販

売
、
Ｂ
卸
は
Ｃ
小
売
店
に
1
1

0
0
円
で
販
売
。
Ｃ
小
売
店
は

消
費
者
に
2
2
0
0
円
で
売
っ

た
と
す
る
と
、

Ａ
社
は
6
6
0

円
の
う
ち
60
円

を
消
費
税
と
し

て
納
付
す
る
こ

と
に
な
る
（
こ

こ
で
は
A
社

の
原
価
に
対
す
る
支
払
い
済
み

の
消
費
税
は
無
視
す
る
）。
Ｂ

卸
は
受
け
取
っ
て
い
る
1
0
0

円
の
消
費
税
の
う
ち
、
Ａ
社
に

支
払
い
済
み
の
60
円
を
「
仕
入

税
額
控
除
※
」
し
た
残
り
の
40

円
を
納
付
。
同
様
に
Ｃ
小
売
店

は
2
0
0
円
―
1
0
0
円
＝
1

0
0
円
の
消
費
税
を
納
付
す
る

の
が
消
費
税
の
仕
組
み
で
あ

る
。
合
計
60
円
＋
40
円
＋
1
0

0
円
＝
2
0
0
円
が
納
付
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
B
卸
が

消
費
税
免
税
事
業
者
の
場
合
は

40
円
が
納
付
さ
れ
な
い
の
で
合

計
1
6
0
円
し
か
納
付
さ
れ
な

い
こ
と
に
な
る
。

　
今
回
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の

導
入
は
益
税
を
な
く
す
た
め
と

さ
れ
て
い
る
が
、
免
税
事
業
者

の
Ｂ
卸
は
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行

で
き
な
い
た
め
、
Ｃ
小
売
店
は

Ｂ
卸
に
支
払
っ
た
消
費
税
分
1

0
0
円
が
仕
入
税
額
控
除
で
き

な
く
な
り
、
2
0
0
円
の
消
費

税
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
。
結
果
、
Ｃ
小
売
店
は

Ｂ
卸
と
価
格
引
き
下
げ
交
渉
を

す
る
か
他
の
卸
か
ら
仕
入
れ
を

す
る
こ
と
に
な
る
と
、
Ｂ
卸
は

存
続
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い
。
医
療
機
関
は
Ｂ
卸
と

同
じ
立
場
に
な
り
か
ね
な
い
こ

と
に
な
る
。
た
だ
し
医
療
機
関

の
自
由
診
療
は
多
く
の
場
合
、

仕
入
税
額
控
除
に
使
わ
れ
る
こ

と
は
な
く
、
イ
ン
ボ
イ
ス
は
求

め
ら
れ
な
い
可
能
性
が
高
い

が
、
企
業
な
ど
の
集
団
健
診
や

予
防
接
種
で
求
め
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
る
。
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発

行
す
る
た
め
に
は
課
税
事
業
者

に
な
る
必
要
が
あ
る
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
場

合
、
9
月
30
日
ま
で
に
登
録
す

れ
ば
10
月
1
日
か
ら
の
制
度
の

開
始
に
間
に
合
う
た
め
、
熟
考

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え

る
。
21
年
に
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク

チ
ン
接
種
に
よ
り
自
由
診
療
1

千
万
円
を
超
過
し
て
課
税
事
業

者
と
な
っ
た
医
療
機
関
も
あ
る

と
思
う
。
課
税
事
業
者
に
な
っ

た
か
ら
と
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
の

登
録
を
す
る
と
、
免
税
事
業
者

に
戻
る
時
に
、
登
録
取
り
下
げ

の
手
続
き
や
取
引
先
へ
の
イ
ン

ボ
イ
ス
発
行
の
廃
止
を
周
知
す

る
必
要
が
出
て
く
る
。
顧
問
税

理
士
と
十
分
に
ご
相
談
い
た
だ

き
た
い
。
ご
不

明
な
点
は
協
会

に
お
気
軽
に
お

問
い
合
わ
せ
い

た
だ
き
、
税
務

の
相
談
室
も
ご

活
用
を
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
開
始
後

は
消
費
税
課
税
の
厳
格
化
（
例

え
ば
免
税
事
業
者
や
簡
易
課
税

の
条
件
の
厳
格
化
な
ど
）
も
想

定
さ
れ
る
た
め
、
注
視
し
て
い

き
た
い
と
考
え
る
。

　
※
消
費
税
を
算
出
す
る
際
に

課
税
売
上
の
消
費
税
額
か
ら
課

税
仕
入
れ
の
消
費
税
額
を
差
し

引
く
こ
と

10
月
か
ら
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

課
税
事
業
者
へ
の
登
録
は
熟
考
を

子
育
て
支
援
拡
充
す
る
も

後
期
高
齢
者
は
負
担
増

　
法
案
で
は
出
産
育
児
一
時
金

の
支
給
額
の
引
き
上
げ
が
提
案

さ
れ
た
。
各
医
療
保
険
が
交
付

す
る
補
助
金
を
現
行
42
万
円
か

ら
2
0
2
3
年
4
月
よ
り
全
国

一
律
で
50
万
円
に
引
き
上
げ

る
。
少
子
化
克
服
を
目
的
と
す

る
が
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の

「
財
源
」
で
あ
る
。「
全
世
代
で

支
え
合
う
」
と
し
て
、
新
た
に

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
か
ら
の

「
支
援
」（
実
施
主
体
で
あ
る
広

域
連
合
ご
と
に
被
保
険
者
数
を

按
分
）
を
導
入
す
る
。
そ
の
財

政
影
響
に
つ
い
て
国
は
、
協
会

け
ん
ぽ
や
国
保
な
ど
は
負
担
減

少
の
一
方
、
後
期
高
齢
者
医
療

は
24
年
度
（
満
年
度
ベ
ー
ス
）

1
3
0
億
円
の
負
担
増
と
し
て

お
り
、
保
険
料
の
引
き
上
げ
に

も
つ
な
が
る
。

「
公
平
に
支
え
合
う
た
め
」

高
齢
者
負
担
率
の
見
直
し

　
さ
ら
に
法
案
は
「
後
期
高
齢

者
負
担
率
の
見
直
し
」
を
盛
り

込
ん
で
い
る
。
現
在
、
後
期
高

齢
者
負
担
率
（
保
険
財
政
の
う

ち
高
齢
者
自
身
の
保
険
料
で
賄

う
割
合
）
は
、「
公
費
5
：
現

役
世
代
か
ら
の
支
援
金
4
：
被

保
険
者
1
」
だ
が
、
24
年
度
よ

り
「
現
役
世
代
の
負
担
上
昇
を

抑
制
す
る
た
め
」「
介
護
保
険

を
参
考
に
」
負
担
率
の
設
定
方

法
を
見
直
す
。

　
介
護
保
険
で
は
3
年
に
一

度
、
第
1
号
・
第
2
号
被
保
険

者
の
人
口
比
に
応
じ
て
負
担
割

合
を
見
直
し
て
お
り
、
現
行
で

は
「
公
費
5
：
第
2
号
約
3
：

第
1
号
約
2
」
で
あ
る
。
財
政

影
響
に
つ
い
て
国
は
、
協
会
け

ん
ぽ
や
国
保
な
ど
は
負
担
減
少

と
な
る
の
に
対
し
、
後
期
高
齢

者
医
療
は
25
年
度
（
満
年
度

ベ
ー
ス
）
8
2
0
億
円
の
負
担

増
と
し
て
い
る
。
国
は
、
制
度

改
定
に
よ
っ
て
約
6
割
（
年
金

収
入
約
1
5
3
万
円
相
当
以

下
）
の
人
が
負
担
増
と
な
ら
な

い
よ
う
に
し
、
そ
れ
以
外
の
層

も
24
年
度
は
緩
和
措
置
を
図
る
。

　
以
上
に
共
通
す
る
の
は
高
齢

者
（
75
歳
以
上
）
の
負
担
増
に

よ
り
、
現
役
世
代
の
負
担
を
減

ら
す
政
策
手
法
で
あ
る
。
だ

が
、
負
担
が
減
少
す
る
の
は
現

役
世
代
の
み
で
は
な
い
。
後
期

高
齢
者
負
担
率
の
見
直
し
で
、

国
負
担
も
公
費
も
50
億
円
削
減

さ
れ
る
。

　
全
世
代
型
社
会
保
障
改
革
は

高
齢
者
が
制
度
を
「
支
え
る

側
」
と
な
る
よ
う
求
め
ⅰ
、
い

わ
ば
高
齢
者
を
高
齢
者
と
し
て

扱
わ
な
い
。
露
骨
な
高
齢
者
狙

い
撃
ち
政
策
が
、
結
果
と
し
て

医
療
保
障
に
対
す
る
国
の
財
政

責
任
の
後
退
に
つ
な
が
り
か
ね

な
い
も
の
で
あ
る
。ま
た
、こ
う

し
た
政
策
が
社
会
の
空
気
を
変

質
さ
せ
、
高
齢
者
排
除
の
機
運

を
醸
成
す
る
危
惧
さ
え
あ
る
ⅱ
。

一
方
、
法
案
は
都
道
府
県
に
よ

り
強
力
な
医
療
費
適
正
化
策
の

推
進
を
図
り
、
そ
の
具
体
策
の

一
つ
と
し
て
「
か
か
り
つ
け
医

機
能
報
告
制
度
」
の
創
設
を
盛

り
込
ん
で
い
る
。

（「
か
か
り
つ
け
医
」
に
関
す
る

内
容
・
脚
注
は
3
面
）

　「
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」（
以
下
、
法
案
）
が
2
月
10
日
に
閣
議
決
定
、
国
会

提
出
さ
れ
、
3
月
16
日
に
審
議
入
り
し
た
。
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
に
狙

い
を
定
め
た
「
負
担
増
」
を
も
く
ろ
み
、
現
役
世
代
の
負
担
と
と
も
に
国
の
負
担
も
軽

減
す
る
な
ど
、
現
政
権
の
医
療
・
社
会
保
障
政
策
の
地
金
を
露
呈
し
て
い
る
。

全
世
代
型
健
保
法
案
が
国
会
提
出

　
京
都
府
保
険
医
協
会
の
理
事
長
、
副

理
事
長
、
監
事
、
理
事
は
、
2
0
2
3

年
5
月
31
日
で
任
期
（
2
年
）
が
終
了

し
ま
す
。
任
期
終
了
に
あ
た
り
理
事

長
、
副
理
事
長
、
監
事
の
選
挙
を
、
規

約
第
14
条
・
選
挙
規
定
第
1
章
に
よ

り
、
次
の
要
領
で
行
い
ま
す
。

　
▽
公
示
＝
3
月
25
日
（
土
）

　
▽
立
候
補
締
切
日
時
＝
4

月
5
日
（
水
）
午
後
4
時

　
▽
選
挙
す
る
役
職
名
※
1
＝

理
事
長
1
人
、副
理
事
長
5

人
、監
事
2
人

　
▽
任
期
＝
2
カ
年
：
23
年
6
月
1
日

〜
25
年
5
月
31
日

　
▽
選
挙
日
程
・
場
所
※
2
＝
5
月
18

日
（
木
）
午
後
2
時
15
分
よ
り
、
ホ
テ

ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
京
都
（
予
定
）
に
て

第
2
0
5
回
臨
時
代
議
員
会
を
開
催
し

選
挙
を
行
い
ま
す
。

　
▽
立
候
補
届
出
方
法
＝
立
候
補
届
出

書
は
協
会
の
所
定
の
様
式
1
を
使
用

し
、
所
定
の
候
補
者
経
歴
表
を
添
付
し

て
立
候
補
締
切
日
時
ま
で
に
、
本
人
が

代
議
員
会
議
長
ま
で
ご
提
出
下
さ
い
。

立
候
補
届
出
書
と
候
補
者
経
歴
表
は
協

会
事
務
局
に
あ
り
ま
す
。（
選
挙
規
定

第
6
条
1
項
・
第
7
条
）

　
▽
所
信
表
明
＝
投
票
に
よ
る
選
挙
が

行
わ
れ
る
時
は
、
各
候
補
者
は
代
議

員
・
予
備
代
議
員
に
所
信
の
表
明
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
文
書

の
字
数
は
千
字
以
内
と
し
、
立
候
補
締

切
期
日
後
3
日
以
内
に
代
議
員
会
議
長

に
ご
提
出
下
さ
い
。（
選
挙
規
定
第
9

条
1
項
）　

▽
選
挙
公
報
＝
投
票
に
よ
る

選
挙
が
行
わ
れ
る
時
は
、
代
議

員
会
議
長
は
立
候
補
届
出
書
等

の
書
類
審
査
の
う
え
、
速
や
か

に
選
挙
公
報
を
作
成
し
、
代
議

員
・
予
備
代
議
員
に
送
付
し
ま

す
。（
選
挙
規
定
第
10
条
）

　
※
1
　
理
事（
10
数
名
）は
規
約
第
14
条
第
3
項
に

よ
り
理
事
長
が
副
理
事
長
と
合
議
し
て
選
任
し
ま
す
。

　
※
2
　
選
挙
規
定
第
16
条
に
よ
り
、
立
候
補
届
出

の
あ
っ
た
候
補
者
が
定
数
以
内
の
時
は
投
票
を
行
わ

ず
、
京
都
府
保
険
医
協
会
代
議
員
会
議
長
が
候
補
者

を
も
っ
て
当
選
人
と
決
定
し
ま
す
。

  

選
挙
公
示

選
挙
公
示

  

理
事
長
、副
理
事
長
、監
事

理
事
長
、副
理
事
長
、監
事

後期高齢者後期高齢者のの負担増負担増でで
現役世代現役世代とと公費負担公費負担をを縮減縮減

◦こども・子育て支援の拡充
◦�高齢者医療を全世代で公平に支え合うた
めの高齢者医療制度の見直し
◦医療保険制度の基盤強化等
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協
会
は
1
月
27
日
、
西
京
医

師
会
と
の
懇
談
会
を
ウ
ェ
ブ
で

開
催
。
地
区
か
ら
7
人
、
協
会

か
ら
6
人
が
出
席
し
た
。
西
京

医
師
会
の
今
井
史
朗
理
事
の
司

会
で
進
行
。
地
区
の
松
崎
恒
一

会
長
、
協
会
の
鈴
木
卓
理
事
長

そ
れ
ぞ
れ
の
あ
い
さ
つ
の
後
、

協
会
か
ら
「
コ
ロ
ナ
禍
を
踏
ま

え
、
こ
れ
か
ら
の
医
療
制
度
は

ど
う
あ
る
べ
き
か
」「
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
義
務
化
と
被
保

険
者
証
廃
止
の
動
き
」
を
話
題

提
供
し
、
意
見
交
換
し
た
。

　
「
か
か
り
つ
け
医
機
能
が
発

揮
さ
れ
る
制
度
整
備
」
に
関

し
、
地
区
よ
り
「
財
務
省
は
か

か
り
つ
け
医
登
録
制
を
提
起
し

て
い
た
が
、
ど
う
な
っ
た
の

か
」
と
問
わ
れ
、
協
会
は
「
財

務
省
は
包
括
払
・
登
録
制
を
念

頭
に
置
い
て
提
起
し
た
が
、
医

療
界
の
批
判
が
強
ま
っ
た
結

果
、
制
度
案
に
は
盛
り
込
ま
れ

な
か
っ
た
。
だ
が
完
全
に
否
定

さ
れ
た
状
況
で
は
な
く
、
徐
々

に
要
件
が
強
化
さ
れ
る
今
ま
で

に
も
よ
く
取
ら
れ
て
き
た
手
法

に
警
戒
が
必
要
。
か
か
り
つ
け

医
の
診
療
報
酬
の
包
括
払
い
化

に
つ
い
て
も
次
期
報
酬
改
定
の

ポ
イ
ン
ト
に
な
る
だ
ろ
う
」
と

答
え
た
。
ま
た
地
区
か
ら
「
地

域
の
医
師
は
か
か
り
つ
け
医
と

し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
る

か
。
コ
ロ
ナ
禍
で
医
療
側
は
国

民
の
批
判
を
受
け
る
よ
う
な
こ

と
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
れ
を
踏
ま
え
な
い
と

国
民
に
理
解
さ
れ
な
い
の
で

は
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

協
会
は
共
感
を
示
し
「
コ
ロ
ナ

禍
で
の
各
医
療
機
関
の
ス
タ
ン

ス
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
っ
て
も
良

い
が
、
積
極
的
に
対
応
す
る
姿

勢
が
見
え
る
こ
と
は
重
要
だ
」

と
述
べ
、
病
院
が
設
置
す
る
発

熱
外
来
へ
地
区
の
会
員
が
出
務

し
た
経
験
を
紹
介
し
、「
地
域

の
取
り
組
み
を
育
む
仕
事
を
協

会
と
し
て
進
め
た
い
」

と
述
べ
た
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
義
務
化
を
め
ぐ
っ
て

は
、
地
区
か
ら
「
紙
カ

ル
テ
使
用
の
会
員
か
ら

将
来
の
保
険
診
療
の
継

続
を
不
安
視
す
る
声
が

あ
る
」
と
の
意
見
が

あ
っ
た
。
協
会
は
「
現

状
は
紙
カ
ル
テ
の
医
療

機
関
は
義
務
化
の
対
象
外
だ

が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
は

運
用
可
能
。
し
か
し
問
題
と
な

る
の
は
保
険
証
廃
止
で
あ
る
。

こ
の
ま
ま
だ
と
紙
カ
ル
テ
の
医

療
機
関
で
の
受
け
付
け
が
で
き

な
く
な
る
」
と
説
明
。「
国
は
簡

易
な
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
開
発

か
か
り
つ
け
医
の
役
割
果
た
す
に
は
国
民
の
理
解
を

か
か
り
つ
け
医
の
役
割
果
た
す
に
は
国
民
の
理
解
を

西
京
医
師
会
と
懇
談

11
月月
2727
日
　
ウ
ェ
ブ
会
議

日
　
ウ
ェ
ブ
会
議

2022年度審査支払基金の審査に関するアンケート

　
こ
の
1
年
間
に
返
戻
が
「
あ

る
」
と
回
答
し
た
の
は
基
金
92

％
、
国
保
91
％
。
内
容
は
、

「
被
保
険
者
資
格
に
関
す
る
も

の
」（
同
82
％
、
80
％
）
が
最

も
多
か
っ
た
。
返
戻
に
対
し
て

「
請
求
内
容
に
不
備
が
あ
り
、

肯
定
的
に
受
け
止
め
て
い
る
場

　
協
会
が
1
9
7
3
年
よ
り
2
年
に
一
度
実
施
し
て
い
る
、
審
査
支
払
基
金
（
基
金
・
国

保
）
の
審
査
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
2
0
2
2
年
度
の
結
果
が
ま
と
ま
っ
た
。
22
年
度

よ
り
調
査
結
果
の
冊
子
で
の
配
布
は
行
わ
な
い
た
め
、
以
下
に
診
療
所
編
の
概
要
を
掲
載
す

る
。
病
院
編
を
含
む
調
査
結
果
の
全
容
と
図
表
は
、
右
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
・
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
ご

覧
い
た
だ
き
た
い
。

実
施
期
間
＝
2
0
2
2
年
8
月
1
日
〜
8
月
31
日

対　
　

象
＝
会
員
医
療
機
関
1
8
7
5

（
診
療
所
1
7
2
0
、
病
院
1
5
5
）

方　
　

法
＝
ア
ン
ケ
ー
ト
紙
（
Ｏ
Ｃ
Ｒ
用
紙
）
方
式
・

ウ
ェ
ブ
回
答
方
式
併
用

有
効
回
答
数
・
率
＝
3
7
5（
20
％
）

（
診
療
所
：
3
2
1（
19
％
）、
病
院
：
54（
35
％
））

回
答
者
の
割
合
＝
診
療
所
86
％
、
病
院
14
％

　
回
答
者
の
診
療
科
目
は
「
内

科
系
」
が
41
％
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
1
年
間
の
審
査
に
つ
い

て
「
満
足
」「
あ
る
程
度
満
足
」

は
、
基
金
42
％
、
国
保
42
％
。

不
満
の
理
由
は
「
審
査
基
準
の

不
明
確
さ
」「
医
学
的
判
断
、

見
解
の
相
違
」
が
基
金
・
国
保

と
も
に
多
か
っ
た
。

　
こ
の
1
年
間
の
減
点
経
験
が

「
あ
る
」
と
回
答
し
た
の
は
基

金
で
89
％
、
国
保
で
85
％
。
そ

の
理
由
は
「
病
名
漏
れ
」（
同

74
％
、
76
％
）
が
最
も
多
い
。

減
点
の
納
得
度
は
「
で
き
る
場

合
と
で
き
な
い
場
合
が
半
分
半

分
」（
同
46
％
、
44
％
）
が
最

も
多
い
。
減
点
に
納
得
で
き
な

い
理
由
は
「
明
ら
か
な
病
名
漏

れ
は
返
戻
し
て
ほ
し
い
か
ら
」

（
同
50
％
、
49
％
）
が
最
も
多

い
。
減
点
の
頻
度
は
基
金
・
国

保
と
も
に
「
変
わ
ら
な
い
」

（
同
59
％
、
59
％
）
が
最
も
多

い
。
査
定
額
の
割
合
は
「
0
・

2
％
以
下
」（
同
49
％
、
48
％
）

が
最
も
多
か
っ
た
。

し
、
在
宅
医
療
で
も
活
用
で
き

る
よ
う
に
し
た
い
と
言
う
が
、

具
体
的
内
容
は
不
明
。
保
険
証

が
残
せ
る
よ
う
運
動
を
強
め
た

い
」
と
答
え
た
。
ま
た
「
患
者

の
立
場
か
ら
は
、
個
人
情
報
漏

え
い
へ
の
不
安
や
、
認
知
症
な

ど
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
得
で

き
な
い
問
題
が
あ
る
」
と
の
地

区
か
ら
の
指
摘
に
、
協
会
は

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
個
人
情

報
保
護
を
よ
り
厳
密
に
す
る
流

れ
に
あ
る
。
医
療
情
報
は
最
も

機
微
な
情
報
で
あ
り
、
徹
底
し

た
保
護
が
必
要
だ
。
特
に
成
長

戦
略
と
結
び
つ
い
た
第
三
者
提

供
が
問
題
で
、
情
報
の
使
い
道

を
限
定
す
る
ル
ー
ル
や
監
視
体

制
が
必
要
」
と
答
え
た
。

　
最
後
に
、
地
区
の
塚
本
忠
司

副
会
長
か
ら
の
閉
会
あ
い
さ
つ

で
懇
談
を
締
め
く
く
っ
た
。

出
席
者
13
人
で
開
催
さ

れ
た
西
京
医
師
会
と
の

懇
談

コンピュータチェック拡大で
画一的審査を懸念

調査結果はこちら
https://x.gd/uWwQG

合
が
多
い
」（
同
54
％
、
54
％
）

が
最
も
多
か
っ
た
。
ま
た
、
減

点
・
返
戻
に
対
し
て
は
「
そ
の

都
度
検
討
」
が
69
％
と
な
っ
て

い
る
。

8%
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65%

18%

29%

41%

患者の個別性を重視し、
医師の裁量を尊重した審査

妥当性のない保険者再審査
請求に対する厳しい対応

疑義照会等に対する丁寧な対応

不明・無回答

期限内の確実な支払いを担保
するための迅速な審査決定

（%）

4%

公平公正な審査につながっていると感じる

やむを得ないと感じている
特にそのような事例は増えていない

その他
不明・無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

病名等はあるのに、コンピュータチェックの
不備が原因と思われる誤った減点がある

9%

61%

41%

24%

13%
13%

2%

（%）

医師の裁量権が脅かされ、必要な診療が
十分にできなくなる懸念があると感じる

機械的・画一的な審査となっていて、
医学的妥当性が尊重されてないと感じる

　
こ
の
1
年
間
の
再
審
査
請
求

の
経
験
が
「
あ
る
」
と
回
答
し

た
の
は
基
金
・
国
保
と
も
40

％
。
結
果
に
対
し
て
、「
納
得

で
き
る
場
合
が
多
い
」
は
同
29

％
、
31
％
だ
っ
た
。
再
審
査
請

求
に
つ
い
て
改
善
す
べ
き
点
が

「
あ
る
」
と
の
回
答
は
同
68

％
、
73
％
で
、
改
善
す
べ
き
点

は
「
原
審
通
り
と
す
る
場
合
、

理
由
を
詳
細
に
文
書
で
通
知
す

べ
き
」
が
同
74
％
、
67
％
で
最

も
多
か
っ
た
。

　
こ
の
1
年
間
に
審
査
委
員
会

か
ら
の
連
絡
（
注
意
）、
お
よ

び
懇
談
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る

の
は
基
金
4
％
、
国
保
4
％
。

結
果
に
つ
い
て
は
、「
納
得
で

き
た
」
が
基
金
86
％
、
国
保
77

％
で
あ
っ
た
。

　
い
わ
ゆ
る
審
査
基
準
に
つ
い

て
、
回
答
者
の
7
割
が
、「
す

べ
て
公
開
す
べ
き
」
ま
た
は

「
公
開
の
部
分
を
拡
大
す
べ
き
」

と
回
答
し
た
。

　
審
査
委
員
会
に
期
待
す
る
こ

と
は
、「
患
者

の
個
別
性
を
重

視
し
、
医
師
の

裁
量
を
尊
重
し

た
審
査
を
期
待

す
る
」
が
65
％

で
最
も
多
か
っ

た
（
図
1
）。

　
審
査
に
お
け

る
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
チ
ェ
ッ
ク
の

拡
大
に
よ
っ

て
、
機
械
的
な

減
点
・
返
戻
が

増
え
て
い
る
こ

と
に
対
し
て
、

回
答
者
の
6
割

が
「
機
械
的
・

画
一
的
な
審
査

と
な
っ
て
い

て
、
医
学
的
妥

当
性
が
尊
重
さ

れ
て
い
な
い
と
感
じ
る
」
と
考

え
て
い
る
（
図
2
）。

　
レ
セ
プ
ト
摘
要
欄
の
記
載
に

つ
い
て
、
表
（
別
表
Ⅰ
）
に
定

め
ら
れ
た
レ
セ
プ
ト
電
算
処
理

シ
ス
テ
ム
用
コ
ー
ド
の
選
択
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

45
％
が
「
選
択
や
入
力
が
非
常

に
面
倒
」、
36
％
が
「
実
施
日

の
記
載
な
ど
算
定
日
情
報
で
判

断
で
き
る
項
目
は
削
除
す
べ

き
」と
考
え
て
い
る
（
図
3
）。

　
個
別
意
見
で
は
、「
審
査
す

る
側
の
手
間
を
省
く
た
め
に
、

医
療
機
関
側
の
手
間
が
増
え
て

い
る
」と
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
、

そ
の
通
り
の
状
況
に
な
っ
て
い

る
こ
と
に
強
い
危
惧
を
覚
え
る
。

　
減
点
・
返
戻
・
再
審
査
請
求

で
納
得
で
き
な
か
っ
た
事
例
、

従
来
は
認
め
ら
れ
て
い
た
の
に

減
点
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事

例
、
再
審
査
請
求
の
結
果
復
活

し
た
事
例
（
自
由
記
述
）
で

は
、「
検
査
・
画
像
に
関
す
る

も
の
」「
投
薬
に
関
す
る
も
の
」

が
多
か
っ
た
。

　
審
査
全
般
に
関
す
る
意
見
・

要
望
（
自
由
記
述
）
で
は
、

「
病
名
漏
れ
に
よ
る
減
点
に
つ

い
て
」「
医
学
的
妥
当
性
に
基

づ
い
た
審
査
の
あ
り
方
に
つ
い

て
」「
減
点
・
返
戻
理
由
の
明

確
化
に
つ
い
て
」
に
関
す
る
も

の
が
多
か
っ
た
。

　
自
由
記
述
の
具
体
的
内
容
に

つ
い
て
は
調
査
結
果
を
ご
参
照

い
た
だ
き
、
同
様
に
お
困
り
の

事
例
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
協
会

ま
で
ご
相
談
い
た
だ
き
た
い
。

　
保
険
診
療
の
充
実
に
お
い

て
、
審
査
支
払
機
関
の
果
た
す

べ
き
役
割
は
非
常
に
重
要
で
あ

る
。
協
会
は
今
回
の
結
果
を
基

に
、
よ
り
良
い
審
査
の
実
現
の

た
め
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
。
会
員
各
位
に
は
、
調
査
の

ご
協
力
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

図 1　審査委員会に期待すること（複数回答）

図 2　審査のコンピュータチェック化

6%不明・無回答
その他

手書きレセプトのため対象外である
審査の効率化につながっているとは思えない

重複して同様の内容を記載させて
いる項目は整理すべきだ

実施日の記載など算定日情報で
判断できる項目は削除すべきだ

選択や入力が非常に面倒だ
特に支障はない

0 10 20 30 40 50

27%
45%

36%

27%

14%
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（%）

図 3　レセプト電算処理システム用コードの選択

回答
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医療保険制度の基盤強化と医療費適正化計画の改定
　「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築す
るための健康保険法等の一部を改正する法律案」（以
下、法案）は「医療保険制度の基盤強化」として「前
期高齢者医療」への給付費を対象とした保険者間の
「財政調整」を変更する。これまでの前期高齢者（65
歳～74歳）の加入数に応じた調整から「各保険者一人
当たりの総報酬」も反映させる。これにより報酬水準
の高い保険者では給付費が増加する一方、協会けんぽ
の財政負担は▲970億円となる。
　さらに注目すべきは「都道府県医療費適正化計画の
見直し」である。国の法案概要によれば、2024年から
の第４期医療費適正化計画の「実効性」を高めるべ
く、「複合的なニーズを有する高齢者への医療・介護
の効果的・効率的な提供」や「医療資源の効果的・効
率的な活用」が打ち出されている。だがこの記載から
は本改定の本質を伺えない。そこで「新旧対照条文」
を見ると、驚くべき改定が施されようとしている。
　それは「医療費適正化」の計画に定める事項の書き
ぶりが大きく変更されていることである。例えば、現
在の法文では「住民の健康の保持の推進に関し、当該
都道府県において達成すべき目標」と書かれている
が、法案は「住民の健康の保持の推進に関し…医療費
適正化の推進のために達成すべき目標」と変更。これ
は「医療の効率的な提供の推進」の項も同様である。
すなわち、住民の健康の保持が結果として医療費適正
化につながるという立場が法律上も放棄され、医療費
適正化そのものが目的化されることを意味する。
　その上で、「医療費適正化目標の達成に向け」「都道
府県が留意すべきこと」に、現在の「地域における病
床の機能分化および連携の推進」（≒地域医療構想の
推進）と「地域包括ケアシステムの構築」に加えて
「かかりつけ医機能の確保」が新たに書き加えられる。

医療・介護の連携機能および提供体制などの基盤強化
　中心を成すのが「かかりつけ医」に関する新たな
「制度」である。具体的な制度構想は大きく３点であ
る（図）。
　一つめは「医療機能情報提供制度の刷新」（24年４
月施行）である。同制度は06年の医療法改定で導入さ
れ、病院などに対し、自らの医療機能にかかる情報を
都道府県知事に報告するよう義務付けている。情報は
京都府では「京都健康よろずねっとⅲ」に公表される。
　具体的には「情報提供項目の見直し」と「全国統一
システムへの移行」である。厚生労働省が「医療情報
の提供内容等のあり方に関する検討会」（１月12日）
に示した案では、一般不妊治療や生殖補助医療を追加
する他、「オンライン資格確認により取得した診療情
報を活用した診療」や「電子処方箋の発行」などが挙
げられている。一方の「全国統一システムへの移行」
は共通基盤（Ｇ－ＭＩＳ）を用いて、項目追加ととも
に24年４月に施行される。「かかりつけ医機能報告制
度」も「刷新」の一環だが、具体的な項目は今夏に検
討される。
　二つめが「かかりつけ医機能報告制度」（25年４月
施行）の創設である。「かかりつけ医機能」を「身近
な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措
置その他の医療の提供を行う機能」と法定化し、その
上で病院・診療所は自らのかかりつけ医機能を都道府
県知事に報告する仕組みをつくる。報告内容は①日常
的な診療の総合的継続的実施②休日・夜間等の対応③
入院先の医療機関との連携、退院の支援④在宅医療の
提供⑤介護サービス等との連携とされるが、詳細は法
改定後の「省令」に委ねられる。報告を受けた知事は

医療機関の機能を「確認」して公表する。
　さらに、報告された内容を使い、先行して制度化さ
れた外来機能報告制度における「協議の場」での「協
議事項」に組み込む。報告を求める医療機関は「かか
りつけ医機能報告対象病院等」とされ、無床診療所も
対象とみられるが、正確には不明であるⅳ。
　三つめは、「患者への説明」である。これは、都道
府県知事に報告を「確認」された医療機関が慢性期を
有する高齢者に在宅医療を提供する場合など、外来医
療での説明が特に必要な場合であって、患者が希望す
る場合に、かかりつけ医機能として提供する医療の内
容について電磁的方法または書面交付により説明する
よう努めるとされる。

歴史的にみて、かかりつけ医機能報告と
外来機能報告制度の合体の意味するもの

　歴史的にみれば「かかりつけ医」「制度化」は、小
泉政権以来の医療制度構造改革の延長線上にある。国
は医療費の「地域差是正」を目標に「効率的」で「平
準化」された医療提供体制実現を目指し、「地域医療
構想」（17年策定）では病床数をⅴ、「医師偏在指標」
「医師確保計画」（20年度）では医師数を管理・コント
ロールすることを目指した。22年４月施行の「外来機
能報告」と「かかりつけ医機能報告制度」の合体もそ
の流れに位置付けられる。
　外来機能報告は入院医療機関に対し、自らの外来機
能（具体的には「医療資源を重点的に活用する外来」
の占める割合等ⅵ）の報告を求め、地域の「協議の場」
において、当該地域の「紹介受診重点医療機関」を決
め、「かかりつけ医機能を担う医療機関」との役割分
担を協議する仕組みである。これと「かかりつけ医機
能報告制度」が組み合わさるのである。「紹介受診重
点医療機関」と「かかりつけ医機能」を持つ医療機関
に、地域の外来機能を二分化する流れが強まることは
間違いない。
　法改定に至る経緯において「財政審建議」（22年５
月）が、開業医がコロナ禍に役割を発揮せず、フリー
アクセスも役に立たなかったと批判し、イギリスのＮ
ＨＳにおけるＧＰ制度を念頭に、患者が一人の「かか

りつけ医」を登録する仕組みの制度化を求めた。今回
は医療界の批判ⅶを受け、一足飛びに「登録制」には
至らなかったが今後、今回の改定を足場により強制的
な手段が講じられる危険性は高いだろう。

どんな事態にあっても医療を保障する政策と実践を
　日本医師会の横倉義武名誉会長が会長を務める「こ
れからのかかりつけ医の在り方を考える会」は１月30
日に提言を発表した。提言はかかりつけ医の役割は狭
い意味での診療・医療の提供にとどまらず、日常的な
健康管理や相談支援、介護等福祉サービスとのハブ機
能、「非常時の公衆衛生における役割」も求められて
いると指摘する。こうした貴重な動きにも学びなが
ら、国が医療費適正化策として導入を狙う「かかりつ
け医制度」に対抗し、コロナ禍を踏まえ、国民皆保険
体制をステップアップさせ、どんな社会情勢にあって
も確実に医療へのアクセスを保障する政策と実践が求
められている。

ⅰ　出典：「全世代型社会保障改革の方針」（2020年12月）。同方針は
菅政権下、「負担能力のある方に可能な範囲でご負担いただくこと
により、後期高齢者支援金の負担を軽減し、若い世代の保険料負担
の上昇を少しでも減らしていくことが、今、最も重要な課題」と記
していた。
ⅱ　新型コロナウイルス感染症拡大期における高齢者などの「施設留
め置き死」はすでにそうした情勢の到来を象徴しているといえる。
また昨今ではメディアに登場する研究者が少子高齢化克服のために
「高齢者の集団自決しかない」と発信し「炎上」した。
ⅲ　http://www.mfi s.pref.kyoto.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx
ⅳ　この部分の解説にあたっては国保実務（第3348号・2023年２月20
日号）を参照した。
ⅴ　国は2024年度からの新たな都道府県医療計画に向け、地域医療構
想達成を迫る。府内でも福知山市民病院大江分院で病床削減がなさ
れた他、民間病院でも病床再編が進み、着実に病床数は減少（2016
年29,690床→2021年28,113床）している。
ⅵ　「医療資源を重点的に活用する外来」とは、入院の前後の外来な
ど、診療報酬上、手術や処置、麻酔などを用いる医療内容を指す。
その割合が、初診40％、再診25％以上であれば、当該医療機関は
「紹介受診重点医療機関」になり得る基準を満たす。
ⅶ　協会は、制度化によらないかかりつけ医機能発揮を目指すべきと
の提言を2022年６月に発表した。「かかりつけ医の『制度』ではな
く、『機能』を発揮できる医療制度の在り方を求める提言」（2022年
６月14日） https://healthnet.jp/informations/informations-38179
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医療費適正化路線の強化とかかりつけ医機能報告制度の導入医療費適正化路線の強化とかかりつけ医機能報告制度の導入
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地域完結型の医療・介護提供体制の構築

在宅を中心に入退院を繰り返し、最後は看取りを要する高齢者を支えるため、かかりつけ医機能が発揮される制度整備・各種計画
との連携・情報基盤の整備により、かかりつけ医機能を有する医療機関を中心とした患者に身近な地域における医療・介護の水平
的連携を進め、「地域完結型」の医療・介護提供体制を構築する。そのために、関係法律を一体的に改正する。
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小児科診療内容向上会
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病態から考えるアトピー性皮膚炎治療
京都大学大学院医学研究科・医学部皮膚科学
炎症性皮膚疾患創薬講座特定准教授皮膚科兼任 中島 沙恵子 氏
かかりつけ医外来診療における発達障害疑い児と
親への対応のポイント
神尾陽子クリニック院長
お茶の水女子大学人間発達教育科学研究所客員教授
一般社団法人発達障害専門センター代表理事 神尾 陽子氏

日　時 4月1日（土）午後 4時～ 7時10分
場　所 TKPガーデンシティ京都タワーホテル 9階「八閣」

（ 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町721-1 
☎075-342-1533）

ウェブ併用
解　説 保険点数の留意事項と最近の審査事情 

京都小児科医会理事・支払基金審査委員 安野 哲也 氏
主　催 京都小児科医会　京都府保険医協会　鳥居薬品株式会社

5
期
待
権
侵
害

　
で
は
、
相
当
程
度
の
可
能
性

が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、

「
適
切
な
治
療
を
受
け
る
期
待

権
」
を
侵
害
し
た
こ
と
を
理
由

と
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
認
め

ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
相
当
程

度
の
可
能
性
も
認
め
ら
れ
な
い

場
合
と
い
う
の
は
、
適
時
に
適

切
な
医
療
行
為
を
し
て
い
た
と

し
て
も
、
結
果
は
変
わ
ら
な

か
っ
た
と
い
え
る
場
合
で
す
。

　
最
高
裁
判
所
平
成
23
年
2
月

25
日
判
決
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
1

3
4
4
号
1
1
0
頁
）は
、「
患

者
が
適
切
な
医
療
行
為
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合

6
ま
と
め

　
以
上
か
ら
、
最
高
裁
判
所
は

因
果
関
係
に
つ
い
て
次
の
通
り

の
判
断
枠
組
み
を
し
て
い
る
と

い
え
ま
す
。

　
①
　
医
師
等
の
過
失
と
死

亡
、
後
遺
症
等
と
の
間
の
因
果

関
係
が
「
高
度
の
蓋
然
性
」
を

も
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
、
患
者

の
生
命
ま
た
は
身
体
を
侵
害
し

た
も
の
と
し
て
、
財
産
的
、
精

神
的
損
害
（
慰
謝
料
）
が
認
め

ら
れ
ま
す
（
損
害
額
は
通
常
数

千
万
円
）。

　
②
　
医
師
等
の
過
失
と
死
亡

し
な
か
っ
た
ま
た
は
重
大
な
後

遺
症
が
残
ら
な
か
っ
た
「
相
当

程
度
の
可
能
性
」
と
の
間
の
因

果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
、
相

当
程
度
の
可
能
性
を
侵
害
し
た

も
の
と
し
て
、
精
神
的
損
害

（
慰
謝
料
）
が
認
め
ら
れ
ま
す

（
損
害
額
は
通
常
数
百
万
円
）。

　
③
　
相
当
程
度
の
可
能
性
も

認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
当
該

医
療
行
為
が
著
し
く
不
適
切
な

も
の
で
あ
る
事
案
に
つ
い
て
、

適
切
な
医
療
行
為
を
受
け
る
期

待
権
を
侵
害
し
た
も
の
と
し

て
、
精
神
的
損
害
（
慰
謝
料
）

を
認
め
る
余
地
が
あ
る
に
と
ど

ま
り
ま
す
。

植物園で春爛漫の花々を愛でる
日　時   4 月15日 （土）  

午後 2 時30分～ 3 時30分頃 （雨天決行）

集　合   京都府立植物園北山門前 
（地下鉄北山駅３番出口すぐ）

参加費 1,000円（入園料含む）
定　員  先着10人

妙なる弦楽三重奏の響き
日　時   4 月22日 （土）  

午後 5 時30分～ 6 時30分頃 （開場5時15分）

集　合   ホテルグランヴィア京都 3 階「今昔の間」 
（JR京都駅直結　☎ 075-344-8888）

参加費   会員 2,000円 
家族・従業員 3,000円

定　員  先着20人

文化講習会

＜演奏＞ ＜曲目＞
ヴァイオリン：永ノ尾 文江 モーツァルト　弦楽三重奏曲より
ヴ ィ オ ラ：後藤 彩子 バッハ　　無伴奏チェロ組曲より他
チ　ェ　ロ：福留 祥子

に
、医
師
が
、患
者
に
対
し
て
、

適
切
な
医
療
行
為
を
受
け
る
期

待
権
の
侵
害
の
み
を
理
由
と
す

る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
こ
と

が
あ
る
か
否
か
は
、
当
該
医
療

行
為
が
著
し
く
不
適
切
な
も
の

で
あ
る
事
案
に
つ
い
て
検
討
し

得
る
に
と
ど
ま
る
」
旨
判
示

し
、
当
該
事
案
は
そ
の
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
と
し
ま
し
た
。

　
医
療
水
準
に
満
た
な
い
医
療

行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
結

果
は
同
じ
で
も
期
待
権
侵
害
を

認
め
る
と
い
う
の
で
は
、
過
失

が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
不
法
行

為
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
に
な

り
、
生
命
等
の
法
益
へ
の
侵
害

の
要
件
が
欠
落
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。

　
期
待
権
侵
害
を
理
由
と
す
る

不
法
行
為
責
任
を
認
め
た
最
高

裁
判
決
は
い
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。

※新型コロナウイルスの感染防止の観点から飲食はありません。
　状況によっては中止の可能性がありますのでご了承下さい。

※ 京都小児科医会の会員医療機関は別途送付した案内よりお申し込み下
さい。京都小児科医会の会員でない場合は、協会事務局までお申し込
み下さい（会場参加は小児科医会会員が優先です）。

単位取得： 日本医師会生涯教育講座カリキュラムコード
【講演１】26. 発疹《１単位》　　【講演２】 72. 成長・発達の障害《１単位》

講
演
1

講
演
2

め
ら
れ
ま
す
。
1
0
0
％
に
近

い
程
度
ま
で
確
か
で
あ
っ
て
初

め
て
請
求
が
認
容
さ
れ
る
の
で

は
、
当
事
者
は
刑
事
事
件
の
よ

う
に
強
制
力
で
証
拠
を
集
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
か

ら
、
そ
こ
ま
で
求
め
る
の
は
無

理
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

て
い
た
か
（
が
ん
の
深
達
度
や

他
臓
器
へ
の
転
移
の
有
無
等
）

が
分
か
ら
ず
、
あ
る
時
点
で
適

切
な
治
療
を
実
施
し
て
い
れ
ば

死
亡
時
点
で
の
死
亡
を
避
け
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
か
と

い
う
因
果
関
係
の
判
断
が
困
難

に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
医
療
訴
訟
で
は

因
果
関
係
を
巡
っ
て
争
い
に
な

る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

4  

相
当
程
度
の

可
能
性

　
医
師
に
よ
る
過
失
行
為
と
死

亡
等
の
結
果
発
生
と
の
間
に

「
高
度
の
蓋
然
性
」
が
認
め
ら

れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
死

亡
し
た
時
点
で
生
存
し
て
い
た

「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
が
あ

る
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
が
認

め
ら
れ
ま
す
（
た
だ
し
、
損
害

額
は
異
な
り
ま
す
）。

　
最
高
裁
判
所
平
成
12
年
9
月

22
日
判
決
（
民
集
54
巻
7
号
2

5
7
4
頁
）
は
、
次
の
よ
う
な

事
案
で
す
。

　
Ａ
は
、
自
宅
で
狭
心
症
発
作

に
見
舞
わ
れ
、
夜
間
救
急
外
来

を
受
診
し
ま
し
た
が
、
医
師
は

触
診
お
よ
び
聴
診
を
行
っ
た
だ

け
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
当

時
、
Ａ
の
心
筋
梗
塞
は
相
当
に

増
悪
し
た
状
態
に
あ
り
、
適
切

な
医
療
を
し
た
と
し
て
も
、
Ａ

を
救
命
し
得
た
高
度
の
蓋
然
性

は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

が
、
救
命
で
き
た
可
能
性
は
あ

り
ま
し
た
。

　
最
高
裁
は
、「
そ
の
医
療
行

為
と
患
者
の
死
亡
と
の
間
の
因

果
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、

医
療
水
準
に
か
な
っ
た
医
療
が

行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
患
者
が

そ
の
死
亡
の
時
点
に
お
い
て
な

お
生
存
し
て
い
た
相
当
程
度
の

可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
損

害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
」
旨
を

判
示
し
ま
し
た
。

　
因
果
関
係
に
つ
い
て
高
度
の

蓋
然
性
の
立
証
が
で
き
な
か
っ

た
場
合
、
本
来
で
あ
れ
ば
患
者

側
の
請
求
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん

が
、「
医
療
水
準
に
か
な
っ
た

医
療
行
為
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば

患
者
が
死
亡
し
な
か
っ
た
相
当

程
度
の
可
能
性
」
を
保
護
の
対

象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
を
侵

害
し
た
と
考
え
る
も
の
で
す
。

　
患
者
側
か
ら
す
る
と
、
医
療

水
準
に
か
な
っ
た
医
療
行
為
が

さ
れ
て
い
る
と
救
命
で
き
た
か

も
し
れ
な
い
場
合
に
は
、
適
切

な
医
療
行
為
を
し
て
く
れ
て
い

れ
ば
助
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い

の
に
と
い
う
思
い
を
抱
き
、
精

神
的
苦
痛
を
被
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
ま
す
の
で
、
救
命
で

き
た
可
能
性
は
法
的
保
護
に
値

す
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

　
本
最
高
裁
判
決
に
よ
り
、

「
生
命
」
の
維
持
と
い
う
保
護

法
益
と
医
療
水
準
に
か
な
っ
た

医
療
行
為
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば

患
者
が
当
該
死
亡
時
点
で
死
亡

し
て
い
な
か
っ
た
「
相
当
程
度

の
可
能
性
」
と
い
う
2
種
類
の

保
護
法
益
を
認
め
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
相
当
程
度
の
可
能
性

は
、
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合

の
他
、
重
大
な
後
遺
症
が
残
っ

た
場
合
に
も
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
（
最
高
裁
判
所
平
成
15
年
11

月
11
日
判
決
・
民
集
57
巻
10
号

1
4
6
6
頁
）が
、そ
れ
以
外
の

後
遺
症
事
案
で
は
認
め
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。
死
亡
や
重
大
な
後

遺
症
事
案
に
つ
い
て
は
、
可
能

性
が
あ
る
限
り
保
護
す
べ
き
で

す
が
、
後
遺
症
が
軽
い
ケ
ー
ス

で
は
単
に
可
能
性
を
保
護
す
べ

き
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
す
。

要申込

要申込

サロンコンサート 要申込

お
申
込
は

こ
ち
ら
か
ら

お
申
込
は

こ
ち
ら
か
ら

2 0 2 3 年 (令和 5年) 3 月 2 5 日第 3 1 4 2 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 4 )毎月10日･25日発行

大阪高等裁判所
部総括判事

大島 眞一

現役裁
判官が

現役裁
判官が

解説し
ます

解説し
ます

医療訴訟の
基礎知識 4

vol

万が一の時にそなえて！



初
・
再
診
料
の
医
療
情
報
・
シ
ス
テ
ム
基
盤
整

備
体
制
充
実
加
算
に
つ
い
て

Ｑ
、
①
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
用
の
パ
ソ
コ
ン
が
電
子
カ
ル

テ
に
リ
ン
ク
し
て
お
ら
ず
、
医

師
が
患
者
の
薬
剤
情
報
や
特
定

健
診
情
報
を
閲
覧
で
き
な
い
場

合
、
算
定
で
き
る
か
。

　
②
初
診
時
の
問
診
票
を
変
更

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
聞
い

た
。ど
う
い
う
変
更
が
必
要
か
。

　
③
施
設
基
準
で
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
を
行
う
体
制
や
、
受

診
歴
、
薬
剤
情
報
、
特
定
健
診

情
報
な
ど
を
取
得
・
活
用
し
て

診
療
す
る
旨
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
示
す
る
と
あ
る
。
当
院
に

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
な
い
が
、

ど
う
し
た
ら
良
い
か
。

Ａ
、
①
算
定
で
き
ま
せ
ん
。

医
師
が
患
者
の
薬
剤
情
報
や
特

定
健
診
情
報
を
閲
覧
、
活
用
で

き
る
体
制
が
必
要
で
す
。な
お
、

情
報
を
ま
と
め
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ
を
印

刷
す
る
機
能
が
あ
り
ま
す
の

で
、
そ
れ
を
印
刷
し
て
医
師
に

渡
し
て
診
療
に
活
用
す
れ
ば
、

算
定
要
件
を
満
た
し
ま
す
。

　
②
22
年
9
月
5
日
付
、
保
医

発
0
9
0
5
第
1
号
通
知
で
示

（
50
歳
代
後
半
男
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　
被
検
者
は
事
業
者
健
診
の
た

め
本
件
医
療
機
関
を
受
診
し
、

上
部
消
化
管
内
視
鏡
検
査
を
受

け
た
。
検
査
を
実
施
し
た
医
師

は
食
道
粘
膜
下
腫
瘍
を
指
摘
し

て
、
被
検
者
に
精
密
検
査
を
受

け
る
よ
う
に
勧
め
た
。
し
か
し

後
日
、
第
2
次
読
像
医
師
が
、

食
道
粘
膜
下
腫
瘍
は
動
脈
に
よ

る
圧
排
と
し
て
緊
急
性
は
な
い

と
診
断
し
て
、
1
年
間
の
経
過

観
察
と
判
断
し
た
。
そ
の
際
、

健
診
の
報
告
書
に
反
映
す
る
所

見
コ
ー
ド
の
選
択
が
漏
れ
て
い

た
た
め
、
被
検
者
に
食
道
粘
膜

下
腫
瘍
に
つ
い
て
通
知
で
き
て

間
の
画
像
で
食
道
粘
膜
下
腫
瘍

を
認
め
た
。一
方
、ブ
ラ
イ
ン
ド

読
像
で
は
、
検
査
結
果
所
見
を

知
る
こ
と
な
く
他
の
医
師
が
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
過
去
5
年
間

の
い
ず
れ
の
時
期
も
食
道
粘
膜

下
腫
瘍
を
指
摘
し
な
か
っ
た
。

　
被
検
者
側
は
、
健
診
か
ら
約

5
カ
月
後
に
Ａ
医
療
機
関
に
お

い
て
食
道
全
摘
出
術
を
受
け
、

診
断
の
遅
れ
が
な
け
れ
ば
こ
の

よ
う
な
事
態
に
な
ら
な
か
っ
た

と
し
て
、
弁
護
士
を
介
し
て
賠

償
請
求
し
た
。
ま
た
、
就
業
し

て
い
る
も
の
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
症

候
群
な
ど
で
苦
し
ん
で
い
る
と

訴
え
た
。

　
医
療
機
関
側
と
し
て
は
、
健

診
の
報
告
書
で
は
食
道
粘
膜
下

腫
瘍
の
報
告
が
で
き
て
お
ら

ず
、
誤
診
が
あ
っ
た
こ
と
は
事

実
と
し
て
認
め
た
が
、
過
去
5

年
間
の
所
見
に
つ
い
て
は
部
位

や
サ
イ
ズ
か
ら
、
食
道
粘
膜
下

腫
瘍
を
指
摘
す
る
こ
と
は
困
難

と
判
断
し
た
。
ま
た
、
医
療
過

誤
の
有
無
や
食
道
全
摘
出
と
の

因
果
関
係
に
つ
い
て
は
不
明

だ
っ
た
。
な
お
、
本
件
医
療
機

関
で
は
、
こ
れ
ま
で
第
1
次
読

像
と
第
2
次
読
像
で
医
師
の
判

断
に
違
い
が
生
じ
た
際
は
、
第

2
次
読
像
の
判
断
を
優
先
さ
せ

て
い
た
が
、
本
件
発
生
後
そ
の

よ
う
な
場
合
は
第
3
次
読
像
を

実
施
す
る
よ
う
変
更
し
た
。

　
紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約

2
年
4
カ
月
間
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　
健
診
の
報
告
書
で
食
道
粘
膜

い
な
か
っ
た
。
被
検
者
の
勤
務

先
の
産
業
医
か
ら
、
今
回
の
健

診
当
日
の
実
施
医
師
の
説
明
と

報
告
書
の
相
違
に
つ
い
て
問
い

合
わ
せ
が
あ
っ
た
た
め
、
本
件

医
療
機
関
は
過
去
5
年
間
の
上

部
消
化
管
内
視
鏡
検
査
の
画
像

に
つ
い
て
、
後
方
視
的
読
像
お

よ
び
ブ
ラ
イ
ン
ド
読
像
を
実
施

し
た
。
後
方
視
的
読
像
で
は
、

検
査
結
果
所
見
を
踏
ま
え
た
上

で
他
の
医
師
が
画
像
を
確
認

し
、
過
去
5
年
間
の
う
ち
3
年

過
失
は
明
ら
か
で
も
損
害
が
不
明
な
事
例

医
師
医
師
がが
選
ん
だ

選
ん
だ

医
事
紛
争
事
例
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下
腫
瘍
が
通
知
で
き
て
い
な

か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
な
過
誤

で
あ
る
。
た
だ
し
、
い
つ
の
時

点
で
食
道
粘
膜
下
腫
瘍
を
指
摘

す
べ
き
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
そ

の
時
点
で
指
摘
し
た
場
合
、
被

検
者
の
予
後
に
ど
の
よ
う
に
影

響
し
た
か
は
調
査
不
能
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
過
失
論
的
に
は

明
ら
か
に
過
失
が
認
め
ら
れ
た

が
、
損
害
論
的
に
は
何
が
損
害

な
の
か
特
定
に
至
ら
ず
、
被
検

者
へ
の
対
応
が
難
航
し
た
経
緯

が
あ
っ
た
。

〈
結
果
〉

　
被
検
者
の
損
害
を
明
確
に
は

断
定
で
き
な
か
っ
た
が
、
被
検

者
の
症
状
固
定
時
の
診
断
書
で

は
、
消
化
吸
収
障
害
、
逆
流
性

食
道
炎
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
症
候
群

が
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
そ

れ
ら
の
後
遺
障
害
を
身
体
的
権

利
障
害
と
み
て
、
そ
れ
ら
に
相

当
し
得
る
賠
償
金
を
支
払
い
示

談
し
た
。

　
会
員
医
療
機
関
か
ら
「【
最

終
警
告
】
損
害
賠
償
金
支
払
い

の
お
願
い
」
と
書
か
れ
た
不
審

な
フ
ァ
ク
ス
が
送
ら
れ
て
き
た

と
協
会
に
情
報
提
供
が
あ
り
ま

し
た
。
フ
ァ
ク
ス
で
は
、
実
在

の
弁
護
士
を
名
乗
っ
て
お
り
、

「
3
0
0
万
円
の
損
害
賠
償
請

求
が
認
め
ら
れ
た
が
お
支
払
い

い
た
だ
け
て
お
り
ま
せ
ん
」

「
3
月
18
日
ま
で
に
指
定
の
銀

行
口
座
ま
で
お
支
払
い
い
た
だ

け
な
い
場
合
、
強
制
執
行
の
申

し
立
て
を
行
わ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
ま
す

（
右
図
参
照
）。

　
会
員
各
位
に
は
、
こ
の
よ
う

な
心
当
た
り
の
な
い
フ
ァ
ク
ス

が
届
い
て
も
決
し
て
応
じ
な
い

よ
う
ご
注
意
下
さ
い
。

賠償金支払いの不審なファクス
詐欺にはご注意を

さ
れ
た
別
紙
様
式
54
を
参
考
に

変
更
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

（『
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
』
No.

3
1
3
に
掲
載
）。

　
③
保
険
医
協
会
が
提
供
し
て

い
る
検
索
サ
イ
ト
「
ク
リ
ニ
ッ

ク
な
び
京
都
」
で
、
会
員
各
位

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
掲
載
し
て

い
ま
す
の
で
ご
活
用
下
さ
い
。

サ
イ
ト
編
集
用
の
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス

ワ
ー
ド
は
会
員
ご
と
に
お
知
ら

せ
し
て
い
ま
す
。
ご
不
明
の
場

合
は
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

「戦争と医の倫理」の
検証を進める会
シンポジウム
2019年の愛知でのシンポジウムから４年、今回は医学会総会が東京で
開催されることから、総会の日程にあわせて「戦争と医の倫理」の検
証を進める会としてシンポジウムを開催します。

日　時  4 月23日（日）午後 1時～ 4時
※プレ企画：午後 0時20分～ 1時「731関連の映像の上映」

場　所 AP渋谷道玄坂13階 B・C
東京都渋谷区道玄坂2-6-17 渋東シネタワー11F・13F（受付13F）

オンライン：Zoomウェビナー
参加費 1,000円
主　催「戦争と医の倫理」の検証を進める会

【郵便振替】 口座番号 00130-8-546832
加入者名「戦争と医の倫理」の検証を進める会

参加費・募金のお振込み先

スヴェン・サーラ 氏（上智大学教授）
講演テーマ：歴史修正主義から「ポスト真実」の時代へ
●パネリスト 
倉沢 愛子 氏（慶應義塾大学名誉教授）
吉中 丈志 氏（ 公益社団京都保健会理事長、全国保険医団体連合会理事、

京都大学医学部臨床教授）

基調
講演

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

申込締切

4月20日（木）
お申込はこちらから
https://onl.tw/MKsi2GL

募金にも
ご協力下さい

「クリニックなび京都」
はこちらから

●モデレーター 
土屋 貴志 氏（大阪公立大学准教授、検証を進める会呼びかけ人）
高本 英司 氏（全国保険医団体連合会副会長、検証を進める会呼びかけ人）

安全な医療を提供するための
アンガーマネジメント
日　時   4月1日（土） 午後2時～4時
形　式  Zoomウェビナー
講　師   田辺 有理子 氏 

横浜市立大学医学部看護学科　精神看護専門看護師 
一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 
認定アンガーマネジメントファシリテーターⓇ

対　象  会員・医療安全担当者・従事者
参加費  無料（要申込）

採血による神経損傷はだれの責任 ?
～ 合併症？　医療側の責任？～

日　時   5月20日（土） 午後3時30分～5時30分

医療安全講習会

第 3回 医療安全講習会 お申込は
こちらから

お申込・詳細は
こちらから

2 0 2 3 年 (令和 5年) 3 月 2 5 日 第 3 1 4 2 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月10日･25日発行



　
戦
後
の
過
酷
な
日
々
を
人
々

は
懸
命
に
生
き
た
。
終
戦
か
ら

5
年
で
朝
鮮
戦
争
が
起
き
、
連

合
軍
ア
メ
リ
カ
占
領
下
に
あ
っ

た
日
本
は
、
朝
鮮
半
島
に
進
軍

し
た
ア
メ
リ
カ
軍
支
援
で
経
済

的
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し

（
朝
鮮
特
需
）、
壊
滅
的
状
態

だ
っ
た
経
済
の
復
興
が
進
ん
だ
。

　
少
し
ず
つ
落
ち
着
き
を
取
り

戻
し
な
が
ら
、
人
々
は
前
を
向

き
活
気
を
持
っ
て
暮
ら
し
を
再

建
し
て
い
っ
た
。
と
は
い
っ
て

も
貧
し
さ
は
歴
然
で
、
四
条
通

大
丸
前
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
を

見
る
と
、
私
を
抱
っ
こ
し
た
母

は
、
素
敵
な
ワ
ン
ピ
ー
ス
姿
な

の
に
足
も
と
は
下
駄
で
あ
る
。

　
人
の
集
ま
る
所
に
は
、
傷
痍

軍
人
が
何
人
か
座
り
、
カ
ン
パ

を
求
め
て
い
た
。
白
い
着
物
で

高
度
成
長
期

我
が
家
に
も
家
電
が
や
っ
て
来
た

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

垣田 さち子
（西陣）
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笛
や
尺
八
、
ハ
ー
モ
ニ
カ
な
ど

で
悲
し
い
曲
を
演
奏
す
る
の
で

幼
い
私
は
怖
か
っ
た
。

　
「
児
童
福
祉
法
（
1
9
4
7

年
）」「
身
体
障
害
者
福
祉
法

（
1
9
4
9
年
）」
に
次
い
で

「
生
活
保
護
法
」
が
1
9
5
0

年
に
成
立
し
、
福
祉
三
法
が
戦

後
早
い
時
期
に
整
っ
た
の
は
評

価
で
き
る
。
そ
れ
ほ
ど
こ
の
戦

争
の
後
遺
症
が
重
か
っ
た
と
い

う
こ
と
だ
が
。
法
成
立
の
背
景

を
学
び
精
神
の
発
展
を
期
す
こ

と
が
大
事
だ
。

　
親
し
い
患
者
さ
ん
に
松
下
電

器
の
販
売
店
の
人
が
お
ら
れ
、

家
電
の
新
製
品
が
出
る
と
す
ぐ

に
我
が
家
に
運
び
込
ま
れ
た
。

最
初
に
住
ん
だ
家
は
お
く
ど
さ

ん
で
ご
飯
を
炊
い
て
い
た
と
思

う
。
銅
張
り
の
冷
蔵
庫
が
あ
っ

た
が
、
一
番
上
に
氷
を
入
れ
て

冷
や
す
も
の
だ
っ
た
。
朝
早
く

リ
ヤ
カ
ー
に
大
き
な
氷
を
積
ん

だ
お
じ
さ
ん
が
や
っ
て
来
て
、

家
の
前
で
そ
こ
の
冷
蔵
庫
の
大

き
さ
に
合
わ
せ
て
、
の
こ
ぎ
り

で
シ
ャ
ッ
シ
ャ
ッ
と
き
れ
い
に

切
り
分
け
手
鉤
で
持
ち
上
げ
、

冷
蔵
庫
に
納
め
て
く
れ
る
鮮
や

か
な
手
際
の
良
さ
に
見
と
れ
て

い
た
。
電
気
冷
蔵
庫
、
電
気
洗

濯
機
、
電
気
掃
除
機
、
テ
レ

ビ
、
ス
テ
レ
オ
等
々
だ
ん
だ
ん

家
電
が
増
え
て
い
っ
た
。
50
年

代
の
朝
鮮
特
需
に
続
く
神
武
景

気
、
岩
戸
景
気
、
日
本
の
高
度

経
済
成
長
は
力
強
く
進
み
、
質

素
・
倹
約
が
「
消
費
美
徳
」
へ

と
変
わ
っ
た
。

　
父
は
オ
ー
ト
バ
イ
で
往
診
し

て
い
た
が
、
つ
い
に
自
動
車
が

や
っ
て
来
た
。
オ
ー
ス
チ
ン
と

い
う
外
車
だ
。
よ
く
故
障
す
る

厄
介
な
車
だ
っ
た
が
父
は
喜
ん

だ
。
オ
ー
ト
バ
イ
が
安
全
な
四

輪
車
に
な
り
家
族
は
も
っ
と

う
れ
し
か
っ
た
。
交
通
事
故

が
徐
々
に
問
題
に
な
っ
て
き
た
。

　
両
親
の
忙
し
さ
が
増
す
に
つ

れ
、
い
た
だ
き
物
が
増
え
て

い
っ
た
。
伏
見
稲
荷
の
焼
き
鳥

と
か
、
不
二
家
の
デ
コ
レ
ー

シ
ョ
ン
ケ
ー
キ
と
か
、
禁
止
さ

れ
た
つ
ぐ
み
の
か
す
み
網
猟
な

ど
二
度
と
お
目
に
か
か
れ
な
い

品
物
も
あ
っ
た
。

最
高
の
接
遇
は
笑
顔
で
明
る
い
あ
い
さ
つ
か
ら

接
遇
マ
ナ
ー
研
修
・
初
級
編

「
い
け
て
る
接
遇
」
へ
の
第
一
歩

か
わ
ば
た
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
（
左
京
）

河
端
秀
明

　
「
看
護
師
さ
ん
と
代
わ
り
ま

す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
お
待
ち
下

さ
い
ね
ー
」

　
「
そ
の
時
間
は
ち
ょ
っ
と
空

い
て
な
い
で
す
ね
ー
」

2
0
2
2
年
9
月
の
開
院
以

来
、
患
者
さ
ん
と
接
す
る
中

で
、「
い
け
て
な
い
対
応
だ

な
ぁ
」
と
心
に
引
っ
掛
か
り
を

感
じ
な
が
ら
も
、
ど
う
す
れ
ば

い
い
か
分
か
ら
ず
モ
ヤ
モ
ヤ
し

て
い
た
の
で
、
今
回
の
接
遇
マ

ナ
ー
研
修
会
は
ま
さ
に
渡
り
に

船
で
し
た
。

　
研
修
会
で
は
、
患
者
さ
ん
が

受
け
る
印
象
に
大
き
く
関
わ
る

五
つ
の
ポ
イ
ン
ト
「
共
感
の
表

情
」「
笑
顔
で
明
る
い
あ
い
さ

つ
」「
立
ち
居
振
る
舞
い
」「
身

だ
し
な
み
」「
言
葉
遣
い
」
に

つ
い
て
、
実
習
も
交
え
て
分
か

り
や
す
く
教
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　
特
に
「
笑
顔
で
明
る
い
あ
い

さ
つ
」
は
、
お
互
い
の
心
を
開

き
、
お
近
づ
き
に
な
れ
る
最
高

の
接
遇
で
あ
り
、
実
際
に
普
段

の
生
活
の
中
で
自
分
自
身
が
そ

の
素
晴
ら
し
さ
を
実
感
し
て
い

る
こ
と
を
再
認
識
し
ま
し
た
。

朝
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
周
り
の
掃
除

を
し
て
い
る
と
、
犬
の
散
歩
を

し
て
い
る
ご
婦
人
、
ゴ
ミ
出
し

　
協
会
は
、「
接
遇
マ
ナ
ー
研
修
会
（
初
級
編
）」
を
2
月
1
日
に
開
催
。
14
人
が
参
加

し
た
。
講
師
は
㈱
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
・
Ｓ
Ｉ
Ｑ
協
会
の
興
梠
悦
子
氏
。
協
会
の
接
遇
研
修

は
、
参
加
者
同
士
で
あ
い
さ
つ
や
所
作
、
言
葉
遣
い
な
ど
を
確
認
し
合
う
「
実
践
形

式
」が
毎
回
好
評
を
博
し
て
お
り
、
今
回
も
参
加
者
か
ら「
勉
強
に
な
っ
た
」「
基
礎
を
振

り
返
る
こ
と
が
で
き
た
」な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。
以
下
、参
加
記
を
掲
載
す
る
。

を
す
る
ご
主
人
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ

中
の
お
姉
さ
ん
や
自
転
車
通
勤

中
の
お
兄
さ
ん
な
ど
、
た
く
さ

ん
の
方
が
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い

ま
す
」
と
明
る
く
笑
顔
で
あ
い

さ
つ
を
し
て
下
さ
い
ま
す
。
ご

近
所
の
方
々
と
あ
い
さ
つ
を
交

わ
せ
た
朝
は
、
何
だ
か
す
が
す

が
し
く
嬉
し
い
気
持
ち
に
な
っ

て
、
寒
い
日
で
も
温
か
い
心
持

ち
で
診
療
を
ス
タ
ー
ト
で
き
ま

す
。
こ
ち
ら
か
ら
も
積
極
的
に

お
声
が
け
し
て
、
皆
さ
ん
に
朝

の
幸
せ
を
お
裾
分
け
し
た
い
で

す
。

　
ち
な
み
に
冒
頭
の
電
話

対
応
で
す
が
、
残
念
な
が

ら
予
想
通
り
「
好
ま
し
く

な
い
言
葉
遣
い
」
に
ラ
イ

ン
ナ
ッ
プ
さ
れ
て
い
て
、

早
速
「
好
ま
し
い
言
葉
遣

い
」
に
挑
戦
し
て
い
ま

す
。
こ
の
解
答
を
含
め
接

遇
の
基
本
を
勉
強
し
た
い

方
は
ぜ
ひ
「
接
遇
マ
ナ
ー

研
修
」
を
受
講
し
ま
し
ょ

う
。
す
ぐ
に
お
知
り
に
な

り
た
い
と
い
う
方
は
当
院
に
お

越
し
下
さ
い
。
最
高
の
接
遇
で

お
も
て
な
し
い
た
し
ま
す
。

印
象
を
変
え
る
五
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説

　実践形式の講習を取り入れ、楽しく・わかりやすく・ためになると毎回好評いただいている
研修です。医療機関の勤務経験が短い方を対象に、医療従事者に必要な「接遇」「医療安全」「保
険基礎知識」の３分野の基礎をしっかり学んでいただけます。

1 日目   5月10日（水） 午後2時～4時
● 医院・診療所での接遇マナー研修（初級）

参加費  お一人1,000円　※当日徴収

2 日目   5月25日（木） 午後2時～ 4 時
❶ 医事紛争から見た医療従事者としての心構え
❷ 知っておきたい保険の基礎知識

参加費  無料　※先着順。コロナの感染状況により人数を制限する場合もあります。

　開業に向けたノウハウを詳しく・わかりやすく解説する講習会です。講師は京都では屈指の
開業支援を手掛けており、成功する開業の秘訣と開業後の運営まで実践的対策をお伝えします。
自身の開業経験からの医師の具体的なアドバイスも必聴です。最近増えている「第三者承継」
についても解説します。
　「話だけでも聞いてみようかな…」という方のご参加もお待ちしています。

日　時   5月28日（日） 午前10時～午後1時
●  クリニックの経営を左右する開業前の準備 
～厳しい環境下で生き残るために～ 
廣井増生税理士事務所　所長　廣井 増生 氏

●  先輩開業医からのアドバイス 
医療法人たつみ内科クリニック　院長　辰巳 陽一 氏

●  地区医師会への入会手続き、保険医協会の共済制度の活用 ［解説］ など
● 個別相談　※個別相談をご希望の場合は、申込時にお知らせ下さい。

参加費  無料　非会員 5,500円（当日入会時は無料）

診療所対象 新しく医療機関に勤められた方の研修会

新規開業を考える方のための講習会

お申込は
こちらから

お申込は
こちらから

参加者に
進呈

訂
正　
連
載
第
10
回
（
第
3
1

4
0
号
）
に
お
い
て
、
事
実
と

異
な
る
記
述
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、
訂
正
し
ま
す
。
平
井
正
也

氏
が
入
学
し
た
の
は
「
京
都
府

立
医
科
大
学
」
で
、
学
園
民
主

化
闘
争
に
よ
り
放
学
処
分
と
な

り
、
後
に
復
学
運
動
に
よ
り
再

入
学
し
卒
業
さ
れ
て
い
ま
す
。予定

利率 1.170％
満74歳までの協会会員
（月払増口・一時払の申込は満79歳まで）月払増口・一時払の申込は満79歳まで）

月　払 1口 1万円
30口限度（30万円／月）

一時払 1口50万円
１回につき40口  

（2,000万円）まで

加入
資格

加入
口数

4 月のレセプト受取・締切
基
金・国
保
（※）

８日
（土）

９日
（日）

10日
（月）

― 閉所 ○◎
○は受付会場設置日、◎は締切日

受付時間：基金９時～17時30分
　　　　　国保９時～17時
　　　　　労災８時30分～17時15分
業務時間：基金９時～17時30分
  　　　　国保８時30分～17時15分
　　　　　労災８時30分～17時15分
（※）オンライン請求　５～７日 ８時～21時
　　　　　　　　　　 ８～10日 ８時～24時

労
災
締
切

電子レセプト
紙媒体オンライン

請求
電子記録
媒体

10日
（月）

10日
（月）

10日
（月）

　協会では、経験豊かな接遇プロの講師派
遣を承っている。事前に打ち合わせし、医
療機関オリジナルの接遇研修を企画して
いる。医療機関で活躍していただける従業
員の育成や医療機関の接遇力向上の一助
に、ご活用いただきたい。

医療機関オリジナルの接遇研修のご案内医療機関オリジナルの接遇研修のご案内

保険医年金
前半期普及開始前半期普及開始

詳
し
く
は
、
本
紙
に

同
封
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
ご
覧
下
さ
い
。

4月1日～6月20日まで
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